
○下妻市市民協働のまちづくり推進交付金交付要綱 

平成２７年３月３０日 

告示第４６号 

改正 平成２８年３月３０日告示第４８号 

平成２９年３月３０日告示第４３号 

平成３１年３月２９日告示第４４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民協働のまちづくりを推進するため、市民等により構成される団

体（以下「市民団体」という。）がまちづくりに貢献することを目的として自主的に行

う事業に対し、予算の範囲内で下妻市市民協働のまちづくり推進交付金（以下「交付金」

という。）を交付することについて、下妻市補助金等交付規則（昭和５１年下妻市規則

第１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象団体） 

第２条 交付金の交付の対象となる市民団体は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) 構成員が１０人以上であって、当該構成員の過半数が市内に住所を有し、又は通勤

し、若しくは通学していること。 

(2) 規約、会則又はこれらに準ずるものを有し、その運営方針、活動内容等を明確に定

めていること。 

(3) 主たる活動場所が市内であること。 

(4) 政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。 

（交付対象事業） 

第３条 交付金の交付対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、市民協働の

まちづくりの推進に寄与すると認められる新規の事業であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(1) 地域の活性化に資すると認められること。 

(2) 地域における創意工夫を生かした事業であって、持続的な効果が期待できること。 

(3) 公益性が高いと認められること。 

(4) 市内で行われる事業であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象事業とし



ない。 

(1) 政治活動若しくは宗教活動又は営利を目的とする事業であるとき。 

(2) 事業の効果が特定の個人又は市民団体（自治区等を除く。）に帰属するものである

とき。 

(3) 国、地方公共団体、社会福祉法人その他の公共的団体による補助を受けている事業

であるとき。 

（交付対象経費） 

第４条 交付金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、別表のと

おりとする。ただし、次に掲げる経費は、交付金の交付の対象としない。 

(1) 市民団体の経常的な運営及び維持管理に係る経費 

(2) 市民団体の構成員に対する報償費及び旅費 

(3) 前２号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと認められる経費 

（交付金の額等） 

第５条 交付金の額及び限度額は、次の表のとおりとし、同一の事業による交付金の交付

は５回を限度とする。ただし、交付対象経費の合計額が２万円未満であるときの交付金

の額は、１０分の１０以内の額とし、１万円を限度とする。 

同一の事業による交付金の交

付回数 

交付金の額 限度額 

１回目 交付対象経費の合計額の３分の２以内の

額 

１０万円 

２回目 交付対象経費の合計額の２分の１以内 ７万円 

３回目から５回目まで 交付対象経費の合計額の２分の１以内 ５万円 

２ 交付金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ この要綱の規定による交付金の交付は、１市民団体につき当該年度内１回を限度とす

る。 

（交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする市民団体は、市民協働のまちづくり推進交付金交

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

ただし、下妻市区長設置規則（平成１９年下妻市規則第２１号）第２条に規定する自治

区又は代表区については、第２号及び第３号に掲げる書類の添付を省略することができ



る。 

(1) 交付対象事業収支予算書（様式第２号） 

(2) 団体に関する概要書（様式第３号） 

(3) 団体に関する次に掲げる書類 

ア 構成員名簿 

イ 規約、会則又はこれらに準ずるもの 

ウ 年間事業計画書 

エ 年間収支予算書 

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交

付の可否及び交付額を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により交付金の交付の可否を決定したときは、その旨を市民協働

のまちづくり推進交付金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により当該申請をし

た市民団体に通知する。 

（審査会） 

第８条 前条第１項の規定による審査を行うため、市民協働のまちづくり推進交付金交付

事業審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

３ 会長は市民協働主管課長をもって充て、副会長は市民協働主管課長補佐をもって充て

る。 

４ 委員は、会長が指名する者をもって充てる。 

５ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

６ 審査会の庶務は、市民協働主管課において処理する。 

（交付決定事業の変更等） 

第９条 第７条の規定により交付金の交付の決定を受けた市民団体（以下「交付決定団体」

という。）は、当該決定を受けた事業（以下「交付決定事業」という。）の計画を変更

し、又は中止しようとするときは、市民協働のまちづくり推進交付金事業計画変更（中

止）承認申請書（様式第５号）により申請し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、市民協働のま



ちづくり推進交付金事業計画変更（中止）承認（不承認）決定通知書（様式第６号）に

より通知するものとする。 

（事業実施期間） 

第１０条 交付決定事業の実施期間は、交付金の交付決定の日から当該年度の３月３１日

までとする。 

（交付金の請求） 

第１１条 交付決定団体は、交付決定事業が完了したときは、市民協働のまちづくり推進

交付金請求書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に交付金を請求しなけれ

ばならない。 

(1) 交付金の請求額の算出の基礎となる書類 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（概算払） 

第１２条 前条の規定にかかわらず、交付決定団体は、市長に対し交付金の概算払を請求

することができる。 

２ 前項の規定により交付金の概算払を請求しようとする交付決定団体は、市民協働のま

ちづくり推進交付金概算払請求書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

(1) 概算払の請求額の算出の基礎となる書類 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 前項の規定により概算払を受けた交付決定団体は、交付決定事業が完了したときは、

速やかに交付金の精算をしなければならない。 

（交付決定事業の実績報告等） 

第１３条 交付決定団体は、交付決定事業が完了した日から起算して３０日を経過する日

までに、市民協働のまちづくり推進交付金事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

(1) 交付決定事業収支決算書（様式第１０号） 

(2) 支出を証する書類の写し 

(3) 交付決定事業の実績を示す資料及び写真 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（帳簿及び証拠書類） 



第１４条 交付決定団体は、交付決定事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え

るとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理するものとする。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、交付決定事業の完了した日（第９条第２項の規定により

交付決定事業の中止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の翌

年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（交付の取消し） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第７条の規定による

交付金の交付決定を取り消すことができる。 

(1) 交付金を第４条に規定する交付対象経費以外に充当したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が交付金の交付を不適当と認めたとき。 

（交付金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分に関し返還を命ずることができる。 

（事業の評価等） 

第１７条 市長は、第１３条の規定による報告を受けたときは、審査会をして当該事業に

対する評価を実施するとともに、当該評価の結果を広報紙等により公表するものとする。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年告示第４８号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２９年告示第４３号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成３１年告示第４４号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 



別表（第４条関係） 

区分 項目 

需要費 賄材料費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 

役務費 通信運搬費 保険料等 

使用料及び賃借料 使用料 賃借料 

工事請負費 工事請負費 

原材料費 原材料費 

備品購入費 備品購入費 

報償費 報償費 

旅費 旅費 

委託料 委託料 

その他の経費 その他の経費 

備考 

報償費は、交付決定団体の構成員以外の者に対するものに限る。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

様式第８号（第１２条関係） 

様式第９号（第１３条関係） 

様式第１０号（第１３条関係） 

 


